
　犯罪被害は私たちの身近なところで起こっています。あなたの周りにも犯罪被害に巻き込まれ、苦しん
でいる人がいるかもしれません。犯罪被害にあわれた人が住み慣れた地域で安心して暮らすために、地域
社会で犯罪被害者を支えるとともに、地域社会が一丸となって犯罪と対決する気運を高め「被害者も加害
者も生み出さない、安心・安全のまちづくり」を実現しましょう。
◆「犯罪被害者支援奈良県民のつどい」～生命のメッセージ展～を開催します（無料、事前申込不要）
　「NPO法人いのちのミュージアム」による、事件、事故などによって理不尽に生命を奪われた犠牲者
が主役のアート展です。
日時＝11月6日（月）11時～ 15時　場所＝イオンモール高の原�2階平安コート
問合せ＝人権施策推進課（内線245）

11月25日11月25日（土）（土）～12月1日～12月1日（金）（金）は犯罪被害者週間ですは犯罪被害者週間です

　夫・パートナーからの暴力をはじめとして職場等におけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為など
の女性の人権に関わる問題全般について、人権擁護委員及び法務局職員が相談に応じます。
日時＝11月15日（水）～21日（火）�8時30分～ 19時、18日（土）・19日（日）10時～ 17時�　　
対象＝県内在住の女性　　電話＝☎︎0570-070-810（最寄りの法務局に繋がります。IP電話使用不可。）�
問合せ＝奈良地方法務局�人権擁護課（☎︎0742-23-5457）� （人権施策推進課）

全国一斉｢女性の人権ホットライン｣全国一斉｢女性の人権ホットライン｣強化週間強化週間（相談無料・秘密厳守）（相談無料・秘密厳守）

1111月月1212 日日（日）（日）～25～25日日（土）（土）はは『女性に対する暴力をなくす運動』『女性に対する暴力をなくす運動』実施期間です実施期間です
～11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」～～11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」～

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、一般的に親密な関係にあるパートナー（配偶者、内縁関係の夫や妻、恋
人など）から振るわれるさまざまな暴力のことを言い、大学生や高校生など恋人同士の若者の間で起こるDVは「デー
トDV」と呼ばれています。暴力の形態は、身体的暴力や精神的暴力だけではありません。立場による影響力や脅迫、
暴行、強要などが原因となりNO！�と思うことや拒否することさえ難しい状態の中での性交等をすると処罰対象となり、
令和5年7月13日より性犯罪の規定も大きく変わって相手が夫や妻でも処罰となる【婚姻関係の有無にかかわらず】
という文言が条文にも名記されました。
　日常生活の中で繰り返される暴力であなたの心まで支配しコントロールされてしまう、いかなる暴力も決して許
されるものではありません。自分ひとりで思い悩まず、まずは相談してみませんか。
【ひとりで頑張らないで】＝女性が抱える様々な悩みについて女性相談専用電話を開設しています。
　DV・女性相談（☎︎52-6240、土・日曜と祝日を除く8時30分～17時15分）
【女性に対する暴力をなくす運動』における啓発活動～天守台の「パープル・ライトアップ」～】
日時＝11月18日（土）�18時～19時30分　場所＝郡山城天守台　※雨天中止。
問合せ＝人権施策推進課（内線333）

●『児童虐待かも？』『ちょっとおかしいな？』
　と思ったら『通告する』のが国民の義務です。�
●自分が『虐待している？』『どうしたらいいの？』
　と思ったら『相談』してみましょう。
　手遅れになる前に迷わず相談・通告を！
➡児童相談所全国共通ダイヤル ☎ ❶❽❾（いちはやく）
※�匿名でもかまいません。通告者の秘密は守られます。�
（児童虐待防止法・児童福祉法）
●『子どもの命に関わるかも！』
　�｢今、目の前で暴力が行われている！｣ ｢子どもがひどい
ケガをしている｣ ｢異常な怒鳴り声、物音、激しい泣き声
が聞こえる｣ ｢夜遅く幼児が一人で外にいる｣
➡こんなときはすぐ警察へ�☎110
◆�児童虐待とは、親や保護者によってなされる子どもの心
身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう行為です。たと
え親が子どものことを思って行った行為「しつけ」であっ
ても、子どもにとって有害ならば「虐待」になります。

虐待の4つの分類
〇身体的虐待 〇ネグレクト 〇心理的虐待 〇性的虐待
【児童虐待を防ぐには】
　子育て中の悩みや不安、あなたの気持ちをわかってく
れる人たちがいます。
◆子育ち支援課 相談・見守り係（内線526）
◆奈良県中央こども家庭相談センター
　（☎︎0742-26-3788・24時間対応ダイヤル）
【オレンジリボン運動】
　児童虐待防止の象徴としてオレンジリボンを広める市民
運動です。栃木県で幼い2人の幼児が、同居する男に川に
投げ込まれ死亡するという痛ましい事件が起こりました。
このような事件が二度と起こらないようにと願いを込めて、
オレンジリボンが出来ました。
　オレンジ色のリボンは、虐待をなくそう・子
育てを見守り、お手伝いする意志のあることを
示すマークです。

1111月月はは児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間
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